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上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議の公開に関する指針  

 

１ 目的  

この指針は、上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議（以下「検討会議」

という。）を公開することにより、その審議の状況を市民・町民に明ら

かにし、検討会議の運営の透明性、公正性を確保するとともに、市政・

町政に対する市民・町民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政・町

政の推進に寄与することを目的とする。  

 

２ 会議の公開  

検討会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。  

( 1 )   当該会議において上尾市情報公開条例（平成１１年上尾市条例第３０

号）第７条第１号から第７号及び伊奈町情報公開条例（平成１３年伊奈

町条例第２号）第７条第１号から第６号までの規定に該当する情報（６

において「非公開情報」という。）に関し審議する場合  

( 2 ) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害さ

れ、会議の目的が達成されないと認められる場合  

( 3 ) その他検討会議の長が非公開と認める場合  

 

３ 公開又は非公開の決定  

前項に規定する「会議の公開」における (1)から (3)については、検討会

議の長が検討会議に諮って公開又は非公開の決定を行うものとする。  

 

４ 会議開催の事前公表  

検討会議は、会議を開催するに当たっては、当該会議を開催する日の

１週間前までに次の事項を記載した会議開催のお知らせを情報公開コー

ナー、支所及び出張所等において公表するものとする。ただし、会議を

緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。  
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( 1 ) 会議名  

( 2 ) 開催日時  

( 3 ) 開催場所  

( 4 ) 会議の議題  

( 5 ) 公開・非公開の別  

( 6 ) 傍聴の定員（会議を公開する場合）  

( 7 ) 傍聴の手続（会議を公開する場合）  

( 8 ) 非公開の理由（会議を非公開とする場合）  

( 9 ) 問い合わせ先  

 

５ 公開の方法等  

( 1 ) 検討会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認める

ことにより行うものとする。  

( 2 ) 検討会議は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行

われるよう傍聴に係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩

序維持に努めるものとする。  

( 3 ) 検討会議は、傍聴者に対し会議資料（非公開情報が記載されているも

のを除く。）の配布又は閲覧に努めるものとする。  

 

６ 会議録の作成  

検討会議は、会議録を作成するものとする。  

 

７ 会議録及び会議資料の公開  

検討会議が公開した会議の会議録及び会議資料は、情報公開コーナー

等に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。  

 

８ 運用状況の公表について  

市長、町長は、検討会議の公開の運用状況について、年１回公表する

ものとする。  
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傍  聴  要  領  

事  務  局  

 

１  傍聴する場合の手続き  

 

（１） 会議の傍聴を希望する方は、検討会議の会長の許可を得た上で、受付で

氏名、連絡先（住所、電話番号）を記入し、事務局の指示に従って会場に

入室してください。  

（２） 傍聴の受付は、開会の３０分前から開始します。なお受付開始時点におい

て定員（１０名）を超えている場合は抽選となります。  

 

２  会議の秩序の維持  

 

（１） 傍聴者は、会議傍聴に当たっては、係員の指示に従ってください。  

（２） 傍聴者が３の規定に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、

退場していただく場合があります。  

 

３  会議を傍聴するに当たって守るべき事項  

 

（１） 静粛に傍聴し、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。  

（２） 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。  

（３） 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。  

（４） 写真撮影、録画及び録音を行わないこと。ただし、あらかじめ審議会の長の

許可を得た場合は、その限りではない。  

（５） 飲食又は喫煙をしないこと。  

（６） その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。  

（７） 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、風邪のような症状のある方は

傍聴をご遠慮ください。また、会場に入室する際には手洗い、アルコール

（受付にて準備）で消毒を徹底し、会場内においてはマスクのご着用をお

願いします。  

 

 


